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諫早湾干拓事業に関する質問主意書 

平成十七年五月三十日提出（提出者：松野信夫） 

平成十七年六月七日答弁書受領 

 
 

質問第六七号（答弁第六七号） 

  

 農林水産省が行っている国営諫早湾土地改良事業（諫早湾干拓事業）については、平成十六年八月

二十六日、佐賀地方裁判所で工事差し止めの仮処分命令が出され、その後、平成十七年一月十二日の

保全異議決定でも右仮処分命令が維持されたが、同年五月十六日、福岡高等裁判所はこれを取り消す

決定を出した。これを受けて現地では工事が再開されているようであるが、福岡高裁の決定について

は様々な議論があり、工事再開についても疑問が大きい。 

 そこで次のとおりに質問する。 

一 福岡高裁は、「（九州農政局は、）中・長期の開門調査を含めた、有明海の漁業環境の悪化に対する

調査、研究を今後も実施すべき責務を有明海の漁民に対して一般的に負っている」と指摘しているが、

政府はこれをどのように受け止めてこの責務を果たしていくか。 

 

（答弁）国営諫早湾土地改良事業（以下「本事業」という。）と有明海の環境変化の関係を明

らかにするため、これまでにも短期開門調査を含む開門総合調査等の様々な調査を行ってきた

ところであり、さらに平成十六年度からは、有明海の再生のための新たな取組として、有明海

の環境変化の仕組みの更なる解明のための調査等を実施してきているところである。これらの

調査を通じ、今後とも有明海の漁業環境の変化の原因究明に努めてまいりたい。 

 なお、本事業に係る中・長期開門調査については、調査を実施することにより漁業環境に影

響を及ぼす可能性がある一方、調査によって得られる成果は必ずしも明らかではないことから、

実施しないこととしている。 

 

 

二 福岡高裁の決定について、新聞各紙は翌五月十七日の社説で一様に「高裁決定は事業是認ではな

い」（毎日新聞）、「やはり開門調査が要る」（朝日新聞）、「国は諫早湾で開門調査の責任を果たせ」（日

本経済新聞）等と指摘している。政府が本気で有明海異変の原因を究明するつもりがあるなら工事再

開をすべきではなく、まず調査をするべきである。工事を進めてしまえば以前の状態との開きも大き

くなり、干拓事業が環境へ及ぼす影響を評価する見極めも困難になる。この点をどのように考えるか。 

 

（答弁）一についてで述べたとおり、有明海の漁業環境の変化の原因究明については既に調査

を実施してきているところであり、また、本事業については潮受堤防の設置や干陸は既に終了

し、内部堤防の設置、農地造成等の工事のみが残されている状況にあることから、本事業に係

る残りの工事を進めても、本事業が環境へ及ぼす影響を評価することが困難となるとは考えて

いない。 

 

 

三 福岡高裁は、「諫早干拓工事と有明海の漁業環境の悪化との関連性については、定性的には否定で

きないが、定量的には明らかではない。（中略）漁業被害をもたらす可能性が考えられるというに止ま

る」として、工事が有明海の漁業環境悪化について責任がないと判断したわけではない。 

 この点を真摯にとらえるならば、工事を再開することは、環境影響評価法の趣旨に反することにな

るのではないかと考えるがどうか。 

 日本の環境行政はまだまだ貧弱であるとつとに指摘されているが、こうした時期にこそ環境大臣が

漁業環境保護の観点に立って意見を述べるべきではないかと考えるがどうか。意見表明について何か

法律上の不備があるか、あるのであれば、同法の改正を前向きに検討するべきであると考えるがどう
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か。 

 

 

四 諫早湾干拓事業では地盤が軟泥のため多量の土壌改良剤が使用されている。その使用量を最近十

年間について各年度毎に明らかにされたい。また使用されている土壌改良剤の八十％以上が生石灰と

の分析結果があるが、これはその通りであるか、そうでない場合は土壌改良剤に占める生石灰の割合

を明らかにされたい。 

 

（答弁）本事業に関する平成十七年五月十六日の福岡高等裁判所の決定では、本事業の工事を

続行してはならないとの申立てを却下するとの判断が示されたことから、本事業に係る工事を

進めているところである。 

 環境影響評価法（平成九年法律第八十一号）は、事業を実施しようとする者が事業の実施に

当たりあらかじめ環境影響評価を行うこと等により環境の保全について適正な配慮がなされ

ることを確保するものであるが、同法施行時に既に着工されていた本事業は、同法の対象とは

なっていない。なお、本事業の環境影響評価については、「長崎県環境影響評価事務指導要綱」

（昭和五十五年七月一日付け長崎県副知事通知）に基づき、農林水産省九州農政局が必要な調

査・評価を実施し、長崎県による関係住民への公告・縦覧、関係住民の意見の聴取等の手続が

実施されている。 

 環境省は、本事業に関し、公有水面埋立法（大正十年法律第五十七号）に基づく調整池の水

質保全や鳥類の生息環境の保全等に関する意見など、環境保全の見地から意見を述べてきたと

ころであり、現在進められている有明海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における

水産資源の回復等による漁業の振興を図るための総合的な調査等を踏まえ、今後とも必要に応

じ環境の保全上の観点から助言を行ってまいりたい。 

 

 

五 土壌改良剤以外にも工事にはセメントが用いられているが、その使用量を最近十年間について各

年度毎に明らかにされたい。また使用されているセメントの六十％以上が石灰との分析結果があるが、

これはその通りであるか、そうでない場合はセメントに占める石灰の割合を明らかにされたい。 

 

（答弁）本事業で使用したセメントの最近十年間の使用量及びセメントに占める石灰の割合に

ついては、これらを集計したデータが存在しないため、お答えすることは困難である。 

 

 

六 石灰は水中に入るとアルカリ性が強くなり、ノリの生育にとっては非常に有害であると考えられ

ているが、その通りと理解しているか。 

 

七 政府はどの程度の石灰が有明海に流れ出しているか、またそれがどのようにノリに悪影響を与え

ているかについての調査研究は行っているか、またどの程度の悪影響があるかについては把握されて

いるか。すでに有明海の海水中から石灰が検出されているが、こうした事実は把握しているか。 

 

（答弁 六及び七について）石灰が海水に入った場合に当該水域におけるノリの生育にどのよ

うな影響が生じるかは明らかでないが、本事業においては、石灰を使用する工事を施工するに

当たっては、水中におけるアルカリ性の度合を示す水素イオン濃度の監視に加え、周辺への生

石灰の飛散を防止するための施工条件を設定するとともに、必要に応じ、工事に伴う排水を処

理する等の対策を講じていることから、本事業における石灰の使用が有明海の水質及びノリ養

殖に影響を与えることはないと考えている。 

 有明海の海水中から石灰が検出されているとの御指摘については、そのような事実は把握し

ていない。 

 

八 近時、有明海では謎の浮遊物と称される浮遊粘着物が多数出現しているが、浮遊粘着物の特定、
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発生原因、ノリ養殖をはじめとする漁業への影響の程度について調査を行っているか。浮遊粘着物を

構成する藍藻類は石灰水によって繁殖が助長されるとされているが、これを確認しているか。 

 

九 石灰は水中に懸濁する浮泥やプランクトン等を凝縮する作用が強く、フロック（懸濁物質）の形

成が増大し沈澱してヘドロとなり、その粘着物は浮遊粘着物となるということが指摘されているが、

その通りと理解しているか。 

 

十 さらに、石灰は前記のような水質変化をもたらすためノリの細胞分裂に異常を来す。即ち、分裂

方向の乱れ、大きさ及び形態に不揃いがみられ、代謝機能が阻害されて栄養吸収が妨げられ、色落ち

すると指摘されているが、その通りと理解しているか。また、細胞が多層化して細菌の絶好の温床と

なって発病や蔓延をみたり、ノリ以外にワカメや昆布等にも異常を来して品質が大幅に低下すると指

摘されているが、その通りと理解しているか。 

 

十一 政府はこうした浮遊粘着物に対する対策をどのように考えているか。すでに対策を講じたとい

うのであれば、発生原因対策と除去対策はどのように実施され、どのような成果をあげているか明ら

かにされたい。 

 

（答弁 八から十一までについて）有明海で発生した粘質状浮遊物については、独立行政法人

水産総合研究センター西海区水産研究所、福岡県水産海洋技術センター、佐賀県有明水産振興

センター、長崎県総合水産試験場及び熊本県水産研究センターが調査を行い、平成十五年七月

二十二日に、「粘質状浮遊物は、介類や底生生物の生殖活動等に伴って海水中に放出された粘

質物が、変質しながら海底上や海水中を浮遊する間に、底泥や動・植物プランクトン等が付着

したものと考えられた」という取りまとめを行ったところであるが、粘質物を放出した種や発

生原因の特定には至らなかったことから、引き続き調査研究を行っているところである。また、

粘質状浮遊物の発生がノリ養殖を始めとする漁業に与える影響については、その程度に応じ必

要な情報の収集に努めてまいりたい。 

 御指摘の「藍藻類は石灰水によって繁殖が助長される」か、「石灰は水中に懸濁する浮泥や

プランクトン等を凝縮する作用が強く、フロック（懸濁物質）の形成が増大し沈殿してヘドロ

となり、その粘着物は浮遊粘着物となる」か、「石灰は・・・水質変化をもたらすためノリの

細胞分裂に異常を来す」か、「細胞が多層化して細菌の絶好の温床となって発病や蔓延をみた

り、ノリ以外にワカメや昆布等にも異常を来して品質が大幅に低下する」かについては、いず

れも確認していない。 

 


